
豊田市浄化槽指導要領 
 

（趣旨） 

第１ この要領は、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）及び豊田市浄化槽保守点検業者

登録条例（平成９年条例第３７ 号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、浄化

槽の設置及び維持管理に関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要領において使用する用語は、浄化槽法及び条例で使用する用語の例による。 

（設置届出書等の添付書類） 

第３ 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者（次項に規定

する者を除く。）は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計

画に関する省令（昭和６０年厚生省・建設省令第１号）第３条第１項又は第４条第１項

の規定による届出書に、浄化槽法第７条第 1 項に規定する設置後等の水質検査を指定検

査機関に依頼したことを証する書面を添付するものとする。 

２ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第１項及び第７条の２第１項により

完了申請を行う者で浄化槽を設置した場合は、浄化槽工事完了報告書に、浄化槽法第７

条第 1 項に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面を

添付するものとする。 

３ 浄化槽の使用を廃止した時は、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第 

１７号。以下「浄化槽法環境省令」という。）第９条の５の規定による届出書に、当該浄

化槽の使用の廃止にあたって実施した清掃（汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量

とすること。すぐに撤去しない場合は、洗浄に使用した水は再利用せず、水道水等を使

用して張り水を行うこと。）の記録の写しを添付するものとする。 

（保守点検作業基準等） 

第４ 浄化槽の保守点検は、浄化槽法環境省令第２条の規定によるほか、環境省構造基準

型については、別表第１に掲げるガイドライン、国土交通大臣から型式認定を受けたも

のについては、各型式の維持管理要領書、及び保守点検チェック項目（別表第２）に基

づき実施し、保守点検記録表を作成する。 

２ 保守点検業務を契約したときは、保守点検業者名及び契約年月（複数年契約をする場

合は、契約期間）を記載した浄化槽保守点検契約済証をブロワー等に貼付する。 

（清掃作業基準等） 

第５ 浄化槽の清掃は、浄化槽法環境省令第３条の規定によるほか、環境省構造基準型に

ついては、別表第１に掲げるガイドライン、国土交通大臣から型式認定を受けたものに

ついては、各型式の維持管理要領書に基づき実施するものとする。 

２ 清掃業務を実施したときは、清掃年月及び清掃業者名を記載した浄化槽清掃済証をブ

ロワー等に貼付する。 

（浄化槽保守点検業務の報告） 

第６ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検業務について、市長の求めに応じて報告

するものとする。 

（水質試験の実施） 

第７ 浄化槽管理者は、浄化槽からの放流水の水質及び浄化槽の各単位装置の機能につい

て、維持管理上必要と認められるときは、別表第３に掲げる項目を参考に検査を行うも

のとする。 

 （浄化槽管理士に対する研修） 



第８ 条例第 9 条の 2 の規定により、浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管

理士に対し、以下の研修を条例第 2 条第 2 項の登録の有効期間ごとに 1 回以上受講させ

るものとする。 

（１）県内で開催する一般社団法人全国浄化槽団体連合会が提供する研修システムを用

いた研修 

（２）以下の県内の浄化槽関係団体等が主催するもので上記研修会と同等と県が認めた

もの 

  ア 愛知県浄化槽保全協会 

  イ 愛知県衛生事業協同組合 

  ウ 一般社団法人愛知県浄化槽協会 

  エ 愛知県合併処理浄化槽普及促進協議会 

  オ 愛知県内の保健所設置市 

２ 県外で開催された一般社団法人全国浄化槽団体連合会が提供する研修システムを用い

た研修を受講している場合、別途、県が開催する「地域の実情に係る講習」を受講すれ

ば、第 1 項の研修を受講したものとみなす。 

３ 愛知県が定める浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年愛知県条例第２

４号）第２条第２項第１号において浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績

を有する者として認められた者（以下「愛知県優良浄化槽保守点検業者」という。）で、

愛知県優良浄化槽保守点検業者向けに愛知県が行う研修を受講している場合、第１項の

研修を受講したものとみなす。 

 

（実施細則） 

第９ この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和５年７月１日から施行する。 

 



附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表第１ 

 

維持管理及び清掃に係る維持管理ガイドライン 
 

名 称 文書番号 

小型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン 平成５年３月厚生省浄化槽対策室長

通知衛浄第１６号 

高度処理型合併処理浄化槽維持管理ガイドラ

イン 

平成８年３月厚生省浄化槽対策室長

通知衛浄第２２号 

単独処理浄化槽維持管理ガイドライン 平成１２年９月厚生省浄化槽対策室

長通知衛浄第４３号 

窒素除去型小型合併処理浄化槽維持管理ガイ

ドライン 

平成１２年９月厚生省浄化槽対策室

長通知衛浄第４３号 

中・大型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン 平成１２年９月厚生省浄化槽対策室

長通知衛浄第４３号 

膜分離型小型合併処理浄化槽維持管理ガイド

ライン 

平成１２年９月厚生省浄化槽対策室

長通知衛浄第４３号 

 



別表第２ 

 

  



  





  



 



 



別表第３ 

 

 

区  分 水質試験等の項目 

放流水の水質検査 

水温、色相、臭気、透視度、水素イオン濃度、 

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、 

浮遊物質量、塩素イオン濃度、アンモニア性窒素、 

亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、大腸菌数、残留塩素 

単
位
装
置
の
機
能
検
査 

合併処理浄化槽の流入室 

水温、色相、透視度、水素イオン濃度、 

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、 

浮遊物質量、塩素イオン濃度 

腐敗タンク（室、槽）流出水 

水温、色相、臭気、透視度、水素イオン濃度、 

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、 

浮遊物質量、塩素イオン濃度 

酸化タンク（室、槽）流出水 

水温、色相、臭気、透視度、水素イオン濃度、 

生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、 

浮遊物質量、塩素イオン濃度、アンモニア性窒素、 

亜硝酸性窒素、硝酸性窒素 

ばっ気室（槽）混合液 

水温、色相、臭気、透視度、水素イオン濃度、 

混合液浮遊物質濃度、汚泥沈殿率、汚泥容量指標、 

溶存酸素量、生物群 

 

 

 


